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「対テロ戦争」下の日本

──その政治状況と人権──　　　
               　　　　            渡辺英俊
１．　対米追随政策の破綻

（１）　日本政府のブッシュ戦争への協力

　　太平洋戦争後、保守勢力に独占され続けてきた日本政府は、終始その基本路線を対米追従に置いてきました。社会主義圏の崩壊による冷戦の終結と米国による一極支配の確立に伴い、この従属の度合いはますます強められました。湾岸戦争以後、米軍と一体化した自衛隊の強化と、米軍戦略の一翼を担う海外への自衛隊派遣への道備えがなされてきました。

1990年代には、ネオリベラリズムの蔓延にと共に、対外武力行使を容認する世論作りが、広範なメディアを動員して行われました。その際、キーワードの役割を果たしたのが「愛国心」という言葉であり、自国の歴史において侵した過ちを否認し、過去の侵略を正当化するのにこれが利用されました。これを受けて1990年代末には、アジアへの侵略の旗印だった「日の丸」を国旗とし、天皇の讃歌である「君が代」を国歌とすることが法制化され、以後あらゆる公的機関においてこれが強制されてきました。これと同じ時期に「有事法制」や「盗聴法」が成立し、国内のあらゆる機関や個人を監視しつつ戦時体制に組み込める法的枠組みが作られました。
2000年代に入ると、2001年の「9．11」事件をきっかけとして、「テロ対策」と名づければ何でも通ってしまう社会的風潮が形成されました。これに乗って日本政府は、ブッシュ政権によるアフガニスタン侵攻に直ちに呼応して、海上自衛隊艦船をインド洋に派遣しました。また2003年のイラク戦争開始に当たっては、陸上自衛隊をイラクに派遣して、これに全面協力しました。

この間、在日米軍の強化と自衛隊との一体化が進められてきました。
沖縄では、普天間基地の移設を名目として、辺野古に強力な海兵隊ヘリポート基地を新設する計画が進められています。地元での強い反対と、キリスト者初め市民の根強い工事阻止行動と、これに対する全国からの支持によって、計画は大幅に遅れています。にもかかわらず日本政府は工事を強行しようとし、反対運動の排除のために海上自衛隊の艦船を出動させています。
神奈川では、米軍再編の一環として、座間基地への米陸軍第1軍団司令部の移設が強行され、事実上、自衛隊がその指揮下に組み込まれる体制が作られつつあります。

（２）　与野党逆転の可能性　

他方、永年自民党政府によって推し進められてきたネオリベラリズム原理による規制
緩和・競争原理の政策は、今年に入って大きな破綻を露呈してきました。
　資本の再編とリストラによる利益の確保が計られるのに伴ない、労働者の非正規化が歯止めなく進行し、ワーキング・プア層が増大して社会不安を引き起こしています。工業化に取り残された農業の疲弊、官僚機構の腐敗と汚職の蔓延、長引くブッシュ戦争への反対の声の広がり等々の要因は、自民党政府への批判となって形を取ってきています。小泉－安倍と続いた極端なネオリベラリズム政権が、戦後民主主義の「改革」と称した路線は、「戦争をする国」への回帰に過ぎないことも明らかになり、世論の離反を招きました。
　その結果、2007年夏に行われた参議院選挙では、歴史的な与野党逆転が引き起こされました。衆議院ではなお連立与党で3分に2の議席を確保しており、依然として自民党政府が続いていますが、内閣支持率は低下の一途をたどっています。2008年のいずれかの時期に行われるとみられる衆議院の解散総選挙では、劇的な政権交代が起こる可能性が高くなっています。

（３）　今後に期待される政治的変化　　

日本は、過去15年で初めて、政権が交代する可能性のある時期を迎えており、政治的変化が期待できる状況にあります。これは、日本社会にとって大きなチャンスです。しかし他方、必ずしも楽観できない要素も少なくありません。
　第1に、政権交代が起こった場合の事実上の政権党となるはずの民主党は、保守・革新の混合政党で、政策推進能力に疑問が持たれます。また、この党の党首は、かつての自民党の幹事長であり、日本を「普通の国」すなわち軍隊を持って戦争ができる国にしようと提唱した人物です。他方、この党に属する革新的な議員はNGOとの間に強いチャンネルを持っており、NGOが政府の政策に影響を及ぼす道を備えることができるかも知れないという期待もあります。
　第2に、余りにも長く続いた保守政権のもとで、日米軍事同盟体制は日本政府をがんじがらめに縛り上げており、仮に政権交代が起こったとしても、このしがらみから脱することは容易ではないと思われます。右翼的保守勢力をも抱える民主党にこれを期待することには困難です。ただ、個別の政策において（海上自衛隊のインド洋における給油活動の停止もその一つである）、いくらかの前進が期待できるかも知れません。

　第3に、民主主義がまったく未熟な日本の政治的土壌においては、有権者の投票行動があまりにも情緒的であり、マスメディアの動向に支配されやすいという問題があります。2005年の衆議院選挙で小泉政権の与党に3分の2の議席を取らせたのも、マスメディアを舞台とするポピュリズムの「劇場型選挙」の結果でした。
この状況を変革して、政策の正確な把握を広め、メディアに操作されない世論を作っていく鍵は、NGOの活動にあります。日本おけるNGOの力は、まだ選挙結果に影響を及ぼすには遠いものですが、日本が成熟した民主主義国家として平和なアジアの形成に参与できるか否かは、ここにかかっているおり、キリスト教の貢献もここに求められていると考えられます。
　
２．　憲法9条をめぐる取り組み　

　　　　

（１）　武力による支配関係への志向

日本国憲法の第９条は、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」、国際紛争を解決する手段として「……戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する」ことを定めています。そして、この目的を達するため、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」こと、および「国の交戦権は、これを認めない」ことを定めています。
この条項のゆえに、日本は太平洋戦争における加害の罪責を曖昧にしたまま、アジア諸国との友好的な関係に入ることが容認されたのでした。
しかし、日本が経済大国として力を持つようになるのと並行して、歴代保守政権は再びアジア地域で軍事的にも大国になることを志向してきました。そこには、武力的な支配のもとで経済的利権を追求しようとする、ネオリベラリズム的植民地主義が露骨に現れています。その結果、「戦力はこれを保持しない」と定めた憲法のもとで、世界第2といわれる強大な武力を保持するという現実が引き起こされるに至りました。その際、論拠として用いられてきたのは、憲法9条があっても自衛のための武力なら保持できるという主張です。すでに国内的には、自衛隊の武力が憲法に違反するという主張は少数派になってしまうところまで、世論作りが浸透しています。
　そして、この論理がどうしてもクリアできなかったのは、「国の交戦権はこれを認めない」という条項でした。これは、政府が軍隊に対して、「敵」に攻撃をしかけることを命令する権利を認めないということであり、兵士たちは、正当防衛が成り立つ状況でなければ発砲・攻撃することができないということです。これは、軍隊の手足を縛る規定であり、復活した「日本軍」が侵略的な戦争を始めることへの歯止めになってきました。アフガン－イラク戦争に対する日本の軍事関与が限定的にならざるを得なかったのも、この規定の制限があったからです。
　日米保守政権と多国籍企業は、日米軍事同盟をより緊密なものとし、軍事的に一体化することにより、資本侵出先での武力支配を確保するために、日本国憲法のこの制限条項を取り除くことを執拗に企図してきました。2005年衆議院選挙において与党が3分の2を占め、2007年に憲法改正の手続を定めた「国民投票法」が成立したことは、憲法9条の破壊が目前の現実となる危機をもたらしました。
（２）　反対運動の結集

国際紛争を解決する手段として、武力による威嚇や武力の行使をしないという憲法9条の規定は、太平洋戦争で日本軍により多大な被害を受けたアジアの人びとの信頼を回復するための保障であり、同じ過ちを繰り返さないという約束でありました。これを反古にすることは、国際社会、特にアジアの人びとへの裏切りであり、根底から信頼を損なう行為です。米国の力をバックにして、力による支配の道に再び陥ることは、日本の将来に取り返しのつかない禍根を残します。

このような危機に直面して、日本社会の良心的な人びとが各地で立ち上がり、反対の声を挙げました。キリスト者もまた、他の諸宗教の人びとと宗派を超えて連帯し、憲法9条を守るために取り組みました。この取り組みはなお続いていますが、前述の参議院選挙で与野党が逆転したことにより、9条の改定を強引に推進することは不可能な状況が生まれました。
（３）　今後の見通し　
　　当面の危機が一応回避されたとはいえ、与野党逆転の政治情勢下でも、民主党の内部に自民党よりも強硬な憲法改正論者を抱えており、右寄り世論の動向次第ではどのように転ぶか楽観はできない情勢にあります。わたしたちは、日本国内において、再び戦争への道を歩まないための世論作りに取り組んでいく必要があります。

他方、わたしたちはアジアの友人たちからの助けを必要としています。日本の若い世代は、戦後永年にわたる保守政権下で行われた歴史教育の改変により、歴史の真実を知ることから遠ざけられてきました。そのため、日本社会には歴史への無知と良心の鈍磨が蔓延しています。アジアの友人たちからの率直な批判の声によって、日本の若い世代の良心が呼び覚まされることが必要とされています。
３．　移住外国人へのしわ寄せ
　

（１）　政策によるゼノフォビアの扇動

米政府と一体化した「対テロ戦争」への関与は、自衛隊の海外派遣に留まりませんでした。この戦争は、外に「ならず者国家」という標的を造り出すのと同時に、国内的にもスケープゴートを作ります。戦争のできる国家体制は、国内的な締め付けのために目に見える「敵」を必要とするからです。

すでに1990年代から、長引く不況への国民の不満をそらすスケープゴートとして、外国籍住民が政策的攻撃のターゲットとされてきました。中でも、「不法滞在」というラベリングで存在自体を犯罪視されてきた非合法滞在外国人が、あたかも犯罪の温床であり治安の脅威であるかのようなゼノフォビアの扇動が、警察当局とマスメディアによって続けられてきました。
この空気の中で、政府による「不法滞在者の半減」政策が取られ、摘発、収容、退去強制が繰り返されてきました。外国籍の子どもが親といっしょに摘発され、ある日学校から姿を消すというような、非人道的な事例も頻発しました。

2000年代に入ると、日朝共同声明による「拉致問題」の表面化と「９．１１事件」が、ゼノフォビア扇動に格好の口実を与えました。すでに90年代から、「ならず者国家・北朝鮮」からの工作員が不法入国するという想定で入管法の改定が重ねられていましたが、「イスラム教テロリスト」の入国防止という口実が付加されることにより、出入国管理の大幅な強化が可能になりました。その最大の結果が、「生体情報認証制度」の導入でした。　

（２）　指紋制度の大規模な復活

2006年に法制化され、翌2007年から施行された「生体情報認証制度」では、年間800万人を超えるすべての外国人入国者（16才以下と特別永住者などを除く）は、入国審査の際、指紋と顔写真を採取されます。これはその場でデータ化され、瞬時に入管の入国拒否者リストと照合されます。もしヒットしたら入国を拒否され、出発地に退去強制されます。
このリストは法務大臣が作成するもので、テロリストや退去強制歴を持つ者が含まれますが、だれがこのリストに載っているか、それが正確かどうかを予め確かめる手段はありません。また、採取された生体情報は、ほぼ一生の長さで保存され、それが漏洩した場合の防護方法はありません。
　指紋採取は、日本国内では犯罪者にしか強制されないもので、外国籍者であるという理由だけでこれを強制することは、差別的、かつ人格冒涜的であるとして長年にわたる強い反対運動があり、1999年に全廃されたものです。
「対テロ戦争」の一環として生体情報を使い始めたのは米国政府でした。2004年にUS-VISITとして始められたこの制度を、日本政府はいち早く模倣し、世界で2カ国だけの生体情報認証制度を開始しました。もともと「テロリスト」の定義が曖昧であり、どこまで信頼できるリストが作れるのかはまったく疑問です。
しかし、日本政府にとっては、「テロリスト」の正確なリストがないことは、あまり問題ではありません。この制度の主要な目的は、過去の入管法違反者（退去強制を受けた者）の再入国防止と、国内における犯罪捜査に役立てるためだと思われるからです。外国人を初めから犯罪予備軍、また治安の脅威と見ている政府当局にとって、その生体情報をデータ化しておくことは最大の利便をもたらすものです。人権上認められない制度を導入するために、「テロ対策」は最上の隠れ蓑として利用されたに過ぎないと考えられます。
（３）　海外労働力移入需要の増大と閉鎖政策との矛盾

　　「対テロ戦争」を口実として、日米一体の軍事支配を強化しようとする日本政府の政策は、ここでも矛盾を露呈しています。日本は、本格的な人口減少時代に入っており、軍事・経済的拡大政策を続けるためには、海外からの労働力に依存せざるを得ない時代を迎えています。厚労省の統計でも、10年後には労働力人口が440万人減少すると予想されています。政府が、前述のような外国人敵視政策を基本としている限り、これに対する適切な対応はできません。このため、日本政府の外国人政策はジレンマを露呈したものとなっています。

　一方で、非合法の移住労働者をなくすため、生体情報認証制度のような入国の取り締まり強化が行われます。すでに在留している人びとに関しては、摘発の強化や雇用者に対する外国人雇用状況報告の義務化による「不法滞在者」の雇用の防止策がとられます。
他方で、合法的な労働力を海外から移入する政策が考えられていますが、「単純労働者」は入れないという、戦後一貫して取られてきた政策を変える意図はありません。このため、「研修生制度」が事実上の労働力輸入のチャンネルと化しています。「研修」なるがゆえに労働者としての権利保障はなく、全面的に雇用者に依存・支配されるこのシステムは、現代奴隷制と呼ぶほかない実態を露わにしつつあります。近い将来に予定されている、JPEPAによる介護士・看護師の受入が実施された場合、このような限定の多い形での受入は、労働者を弱い立場に陥れ、悪質な業者の暗躍によるもう一つの奴隷労働と化す危険があります。
日本政府の基本政策が背負い込んでいるこの矛盾は、今後の外国人人口の飛躍的増大に伴ない、人種摩擦を増大させ、ゼノフォビアをはびこらせ、さらに多くの人権侵害を生んでいくものと予想されます。そして、最も弱い立場におかれた人びとへの権利侵害は、日本社会の他の部分にも拡大されていくことが、最近の非正規雇用労働者の拡大とワーキング・プアの増大となって証明されています。

（４）　NGOと取り組みと今後の展望
日本のNGOが、移住労働者とその家族の権利擁護に取り組み始めてから20年が経過しました。この間の取り組みは逆風の連続であり、勝ち取った成果はわずかに過ぎませんが、1997年に移住労働者と連帯する全国ネットワーク（SMJ）が結成されて以来、全国の活動の経験を集約して、政府・国会に政策要求を提出していく力が飛躍的に強化されました。そして、この課題領域では、キリスト者の貢献が大きな力を発揮しています（SMJの6人の共同代表の内4人はキリスト教関係者）。
　この20年の間に、外国籍人口は2．3倍に増加し、今後もそのスピードは加速されることが予測されます。これまでのような閉鎖的政策では早晩立ちゆかなくなることは明らかです。政治において与野党逆転が起こった場合、現野党に対して影響力を持ってきているNGOの政策提言が、より強い説得力を持ってくるものと期待されます。その際、送り出し地域からの声が、もっと強く発信されることも重要となります。送り出し国の政府は、経済的依存関係のゆえに日本政府に対して強い要求が出せない状態に置かれていますから、NGOや教会のチャンネルを通して、政策要求を強く出していくことが必要と思われます。
４．　日比両教会の協力の可能性
　以上のような分析をふまえて、日比の教会の協力関係の中で、今後必要とされ、また可能となってくるいくつかの課題について、提案したいと思います。

（１）　憲法9条のグローバル化への協働

　　憲法9条は、その成立の経過から見ても、太平洋戦争という惨禍を経験した人類が、2度とその過ちを繰り返すまいとの願いから、英知を集めて造りあげたものです。これは、日本という1国家の財産であるに留まらず、アジアの人びとの血の値によって贖いとられた貴重な財産です。コスタリカの平和憲法と共に、これを世界の共有財産として広め、将来、世界各国が目指すべき目標とすることが望ましいと思われます。そのような運動を、日比両NCCが協力し、他のアジア諸国のNCCやCCAに働きかけて、起こしていくことはできないでしょうか。
（２）　日本政府と日本社会への働きかけにおける協力

　　日本の軍事化と対外武力行使への歩みに対し、アジア諸地域の友人たちの声を、もっと強く日本社会、とりわけ日本政府に対して届ける必要があります。憲法9条を守る取り組みにおいては、アジアの友人たちからの声は、日本政府に対する大きな圧力になり、わたしたちの取り組みへの激励になります。
　　移住労働者の送り出し側の市民からの、同胞の人権擁護を求める声を、日本政府と日本社会に対して届ける必要があります。

　　日比の教会の協力関係が、このような声を届けるチャンネルとして活用される道を用意できないでしょうか。

（３）　フィリピン政府への働きかけにおける協力

　　フィリピン政府への最大のODA提供国の一つである日本のNGOから、フィリピン政府の人権侵害、とりわけ教会関係者や人権活動家殺害に対する批判の声が、もっと強く届けられる必要があると思われます。NCCP側から、有効と思われる日本からの発言やその対象について、示唆を受けられればと思います。
（４）　宣教師の果たし得る役割

　　日比の教会の協力関係の中で、宣教師の交換の意味が再認識される必要があります。現在、日本に派遣されているフィリピン人宣教師の働きは、よいモデルを提供しています。　　　

たとえば、UCCPからUCCJに派遣されている宣教師の場合、日本に住むフィリピン人移住者の組織化に不可欠の役割を果たしています。移住者のエンパワーメントと組織化のために、同国人宣教師の派遣が大きな力を発揮します。

また、UMC-USAからUCCJに派遣されているフィリピン人宣教師の場合、難民･移住労働者問題キリスト教連絡会（CCRM）の協力ワーカーとして、入管収容所に収容されている外国籍者の訪問と、そこで必要とされる援助に大きな役割を果たしています。法務大臣の恣意にゆだねられている日本の入管収容所は人権侵害の巣窟であり、そこでの宣教師の働きは非常に重要です。
また、同じチャンネルで海員宣教に派遣されているフィリピン宣教師の場合、地元教会の強い支援を受けて強力な活動を進めています。
これと共に、日本の教会から若い世代の宣教師やインターンをフィリピンに派遣することは、日本の教会にとっても大きな意味をもっています。日本の教会は、日本社会の少数者として、自己の存在の防衛にのみ関心が行きがちであり、日本がアジアにおいてどのような加害的存在であるかについて無知・無関心です。宣教師を通して現地の情報に触れ、そこでの教会の闘いを学ぶことは、日本の教会の革新にとって大きな意味をもっていると考えられます。

すでに両NCC加盟諸教派によって進められている宣教師の交換を、両NCCの協力によって支援・強化していくことが望ましいと思います。
（５）　情報交流の緊密化
　日比両NCCのそれぞれの動きについて、より緊密な情報を交換し、協力したアクションを迅速にとれる体制を作っておくことが必要とされています。このことについては、この協議会の始まりのころから言い続けられてきたことですが、双方とも人的困難を抱えており、具体化が不十分のままでした。これについて、インターネットによる定期的連絡を確立するなど、実現可能な方法を検討することが求められています。
（６）　教派・各個教会・個人レベルでの交流の奨励
近年、各教派・各個教会・個人レベルでの交流が盛んになっているのは、喜ばしいことです。日本の若いキリスト者の間でも、20年前に比べてフィリピン体験者がはるかに多くなっています。各教派や個教会相互の間でも、体験学習や、滞在型の交流が深められています。このような日常的なレベルでの交流が今後も広がって行くことが望ましく、両NCCが、それを奨励する方法を考えたいと思います。

結び

わたしたちは今日、米国資本主導による、軍事戦略と一体化したグローバリゼーションという悪魔的な力が、人びとを踏みつけ、戦争を引き起こし、力による支配を広げようとしている時代に置かれています。このような世界のあらゆる片隅で、苦しむ人びとと苦しみを共にしながら働いておられるキリストに、忠実に従う教会でありたいと強く願います。そのために、日本とフィリピンの教会が、力を合わせ、祈りを合わせ、行動を共にしていくことができるよう祈ります。
PAGE  
1

